
事 務 局 規 程 

（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人ミタイ・ミタクニャイ子ども基金（以下「当法人」

という。）の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、

事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。 

 

（事務局） 

第２条 当法人に事務局を置く。 

 

（職員等） 

第３条 事務局には、次に掲げる職員を置く。 

（１）スタッフ（パートタイム含む） 

（２）インターン 

（３）ボランティア（含む有給） 

（４）（１）～（３）を職員という。 

 

（職員の職務） 

第４条 この法人の職員は、理事長の命を受けて、業務に従事する。 

 

（職員の任命及び職務の指定） 

第５条 職員の任命は理事長が行う。 

２ 職員の職務は、理事長が指定する。 

 

（事務の決裁） 

 第６条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、理事長の決裁を受

けて施行する。 

 

（事務処理） 

第７条 この法人の事務処理については、別に「経理規程」「文書管理規程」に定める。 

 

（細則） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるも 

のとする。 

 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 



付則 

この規程は、令和 5 年 3 月 27 日から施行する。 


